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町
内
全
域
広
が
ら
な
い

自
治
町
民
会
議
の
現
状
は
。

現
在
、
町
内
４
つ
の
自

治
町
民
会
議
が
活
動
し
て
い

る
。
ま
た
、
日
吉
、
室
原
地

区
で
は
設
立
に
向
け
た
準
備
、

検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。

各
町
民
会
議
の
取
り
組

み
運
営
な
ど
の
共
有
サ
ポ
ー

ト
は
。担
当
課
で
あ
る
企
画
財

政
課
、
特
命
事
項
推
進
チ
ー

ム
共
に
、
連
携
さ
せ
な
が
ら

対
応
し
て
い
く
。

各
種
団
体
、
連
携
組
織

と
の
位
置
づ
け
は
。

各
種
団
体
の

皆
様
も
構
成
員
で

あ
り
、
地
域
内
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

を
図
り
、
連
携
・

協
力
し
て
頂
き
た

い
。
意
見
集
約
、

総
意
形
成
な
ど
に

よ
り
事
業
の
合
同
開
催
や
重

複
を
避
け
、
新
た
な
事
業
に

取
り
組
ん
で
頂
き
た
い
。

地
域
住
民
へ
の
理
解
と

説
明
、
ア
ピ
ー
ル
は
。

設
立
に
向
け
て
は
、
各

地
域
の
課
題
や
設
立
目
的
な

ど
の
検
討
を
重
ね
て
い
く
。

地
域
で
は
回
覧
や
配
布
に
よ

り
、
地
域
皆
さ
ん
に
Ｐ
Ｒ
し

て
い
き
、
設
立
後
も
活
動
状

況
の
周
知
を
図
る
。

人
口
減
少
社
会
で
、

※

地
域
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
理
念
は

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
未
来
の
町
の
形
。
地
域
課
題
を
住

民
主
導
で
、
敏
速
に
決
め
ら
れ
る
新
し
い
仕
組
み
。

積極的に情報を発信

町
長

◆清水由美子 議員

自主財源確保に向け取り組は

「
相
続
土
地
国
庫
帰
属

法
」
を
当
町
は
ど
の
よ
う
に

考
え
る
か
。

土
地
の
適
切
な
管
理
と
、

相
続
を
望
ま
な
い
方
へ
の
負

担
軽
減
に
寄
与
す
る
と
考
え

る
。
し
か
し
、
国
に
帰
属
後

の
土
地
の
活
用
の
制
度
設
計

は
、
ま
だ
示
さ
れ
ず
、
今
後

の
動
向
を
注
視
し
て
い
く
。

移
住
定
住
に
向
け
て
、

町
・
県
外
へ
の
Ｐ
Ｒ
と
ヨ
ロ

フ
ィ
ス
の
具
体
的
な
計
画

は
。

都
市
部
で
開
催
さ
れ
る

移
住
定
住
イ
ベ
ン
ト
等
に
参

加
。
近
隣
ハ
ウ
ジ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
に
移
住
定
住
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
を
設
置
し
て
い
る
。
ヨ

ロ
フ
ィ
ス
に
お
い
て
は
、
企

業
の
利
用
説
明
会
・
体
験
会

を
行
い
、
併
せ
て
、
サ
テ
ラ

イ
ト
オ
フ
ィ
ス
等
の
企
画
・

運
営
と
し
て
実
施
し
た
各
事

業
者
と
の
情
報
交
換
を
も
と

に
、
絞
り
込
み
を
か
け
た
１

０
０
０
社
に
立
地
意
向
調
査

を
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
・
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
送
り
、
数
社
か

ら
利
用
検
討
の
連
絡
を
受
け

て
い
る
。

※

Ｈ
Ｐ
、
Ｆ
Ｂ
、

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
、
ユ
ー
チ
ュ
ー

ブ
等
で
情
報
発
信
の
取
り
組

み
を
し
て
い
る
。

令
和

５
年

「
相
続
土
地
国

庫
帰
属
法
」
が
施
行
さ
れ
る
。

将
来
、
土
地
減
少
も
考
え
ら
れ
る
。
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く

り
に
向
け
て
当
町
の
取
り
組
を
問
う
。

関東から岐阜県への移住者増加

設立に向け積極的支援

町
長

地域自治町民会議の今後は

笠郷地域創生自治町民会議だより

◆西脇 康 議員

※
地
域
社
会
を
構
成
す
る
多
様
な
主

体
（
区
（
自
治
会
）
・
企
業
・
住
民
・

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
や
特
性
を
理
解
す
る
と
と
も
に
相

互
に
尊
重
、
ま
た
補
完
し
あ
い
な
が

ら
、
対
等
な
立
場
で
、
地
域
が
抱
え

る
課
題
の
解
決
に
向
け
て
共
に
考
え
、

協
力
し
て
取
り
組
む
こ
と
を
言
う
。
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Ｐ
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Ｆ
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委
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注
目
新
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度
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予
算
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員
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議
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・
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決
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一
般
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問

新食肉施設用地の費用負担は

決まっていない

町
長

建
設
用
地
の
取
得
と
造

成
に
か
か
る
費
用
の
負
担
は
、

養
老
町
が
担
う
の
か
、
そ
れ

と
も
新
施
設
の
事
業
主
体
が

担
う
の
か
ど
ち
ら
に
な
る
の

か
。

現
時
点
で
の
決
定
事
項

は
な
い
。

新
施
設
は
平
屋
建
て
の

構
想
だ
が
、
現
施
設
の
土
地

で
ス
ペ
ー
ス
が
足
ら
な
い
よ

う
で
あ
れ
ば
、
他
の
自
治
体

の
同
施
設
の
よ
う
に
２
階
建

て
や
３
階
建
て
で
建
設
し
て

は
ど
う
か
。

現
施
設
の
土
地
も
候
補

地
で
は
あ
る
が
、
使
い
や
す

い
平
屋
建
て
規
模
で
の
土
地

を
確
保
し
た
い
。
現
在
は
コ

ロ
ナ
禍
等
に
よ
っ
て
県
の
協

議
会
が
開
催
さ
れ
て
い
な
い

の
で
話
が
進
ん
で
い
な
い
。

当
地
の
提
供
に
関
し
て
、

養
老
町
が
負
担
す
る
可
能
性

が
あ
る
以
上
、
追
加
費
用
が

最
小
に
な
る
現
在
の
食
肉
施

設
の
土
地
で
建
設
す
る
し
か

な
い
と
結
論
付
け
る
が
、
町

の
見
解
は
。

現
在
の
施
設
が
あ
る
土

地
だ
け
で
は
難
し
い
と
い
う

の
が
専
門
家
の
意
見
で
あ
る
。

用
地

購
入
と
土
地

造
成
に

�億
円

ほ
ど
か
か
る
と
い
う
情

報
が
あ
る
。
町
は
、

建
設
用
地
は

養
老
町
が
用
意
す
る
と
説

明
し
て
い
る
。

第
一
次
で
募
集
し
た
１

６
０
戸
（
総
戸
数
４
２
５
戸
）

に
対
し
て
、
申
請
中
と
併
せ

て
７
件
し
か
売
却
が
決
ま
っ

て
い
な
い
。
打
開
策
は
あ
る

か
。
ま
た
、
売
れ
残
っ
た
住

宅
の
管
理
は
ど
う
す
る
か
。

事
前
調
査
で
の
希
望
者

へ
売
却
で
き
る
よ
う
計
画
を

前
倒
し
て
進
め
て
い
る
。
未

譲
渡
と
な
っ
た
住
宅
は
賃
貸

住
宅
と
し
て
管
理
し
て
い
く
。

そ
れ
以
外
の
空
き
家
は
一
般

の
方
へ
譲
渡
す
る
方
針
。

耐
用
年
数
が
切
れ
て
い

る
住
宅
が
あ
る
。
更
新
計
画

は
あ
る
か
。

耐
用
年
数
は
過
ぎ
て
い

る
が
優
れ
た
耐
久
性
が
あ
る
。

大
規
模
改
修
等
は
考
え
て
い

な
い
。売
れ
残
っ
て
も
管
理
コ

ス
ト
が
か
か
る
。
今
後
必
要

に
な
る
費
用
と
比
較
し
た
上

で
無
償
で
の
譲
渡
を
提
案
す

る
。

町
の
一
存
で
決
め
る
に

は
多
く
の
問
題
が
あ
る
と
考

え
る
。
不
動
産
鑑
定
額
で
の

売
却
を
行
っ
て
い
く
。

人
道
的
な
観
点
か
ら
、

空
き
家
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
ら

の
避
難
者
を
受
け
入
れ
る
考

え
は
あ
る
か
。

人
道
的
見
地
か
ら
希
望

が
あ
れ
ば
検
討
す
る
。

令
和

元
年
度
か
ら

８
年
度
に
か
け
、
住

宅
賃

貸
者
の

希
望

者
に
対
し
て
、

不
動

産
鑑
定
を
実
施
し

改
良
住

宅
の

売
却
を

行
っ
て
い
る
。

改良住宅の売却状況は

令和６年度まで前倒し

町
長
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◆岩永 義仁 議員

他
に

「
休

眠
廃

止
施

設

の
今

後
に

つ
い

て
」

の

質
問
も
し
ま
し
た
。

問答答 問問

問 答答

初期の改良住宅

近隣の類似施設
名古屋市中央卸売市場南部市場

答 問答 問

答 問

定
例
会

委
員
会
報
告

注
目
新
年
度
予
算

予
算
特
別
委
員
会

審
議
結
果
・
採
決
結
果

一
般
質
問


